
【次世代育成支援】 

社会福祉法人豊聖福祉会 行動計画 

 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができる環境を作ることによって、すべての職

員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のとおり行動計画を策定する。 

 

 

１ 計画期間   令和７年４月１日～令和１２年３月３１日までの５年間 

 

２ 内容 

 

  目標：育児や介護を抱える職員が仕事を続けやすい環境を整えることで、優秀な

人材を組織に定着させる 

 

＜対策＞ 

 

令和７年４月～ 育児休業、短時間職員制度についての職員への周知 

●資料掲示や回覧などによる職員への育児休業、短時間勤務等の

諸制度の周知、また制度の必要性の共有 

●相談窓口を設置し、職員が気軽に悩みや不安を相談しやすい環

境作りをおこなう 

●対象者への個別説明など 



 

社会福祉法人豊聖福祉会  一般事業主行動計画 

 

      

 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条に基づき、次のように行動計画

を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和 ４ 年 ４ 月 １ 日～令和 ９ 年 ３ 月 ３１日までの ５ 年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和 ４ 年 4 月 ～  ・女性管理職比率を今後も維持する。 

                         ・職場における女性活躍の場を堅持する。 

             

 

３．一般事業主行動計画の労働者及び外部への周知方法 

 

   ・当法人のホームページにて掲載する。 

 

４．女性の活躍に関する情報 

   ・女性管理職登用割合 

      ○管理職に占める女性労働者の割合   50％ （８人中４人） 

目標１：計画期間内に、 

    管理職に占める女性比率を 50％以上とする。 

     

【女性活躍推進】 


